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24-D-1439 

2024 年 12 月 25 日  
   
   

京都中央信用金庫の 

サステナブル預金フレームワークに係る第三者意見 
 
    

株式会社日本格付研究所（JCR）は、京都中央信用金庫のサステナブル預金フレームワークに対する第三

者意見書を提出しました。 

＜要約＞ 

京都中央信用金庫は、京都市下京区に本店を構え、京都市及び京都府、滋賀県、大阪府、奈

良県の一部を営業地区とする日本有数の信用金庫である。京都市中央卸売市場において、仲

買人の相互扶助に基づく金融機関を設立しようとする機運の盛り上がりを受けて、前身とな

る「京都市中央市場信用組合」が設立された。その後、現在の「京都中央信用金庫」に改組し

ている。地域経済や事業の継続的な発展を目指して、ベンチャー企業を含む資金を必要とす

る人へ金融サービスを提供している。 

京都中央信用金庫は、預金フレームワーク（本フレームワーク）に基づく預金商品（本預

金）によって、預金者に対してサステナブルファイナンスを通じた地域経済への貢献機会を

提供し、地域経済におけるサステナブルファイナンスに係る資金需要及び資金供給の好循環

を生み出すことを目指している。京都中央信用金庫は、本預金によって調達した資金を、下表

に基づいて選定された既存の投融資先に対して、同表で定める優先順位に基づいて充当する。 

充当の優先順位 投融資先 

1 
中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限責任組合を通じた出資 

（うち京都中央信用金庫の出資割合相当額） 

2 
京都中央信用金庫が実施する「京都ゼロカーボン・フレームワーク」に基づ

くサステナビリティ・リンク・ローン 

3 
京都中央信用金庫が実施するポジティブ・インパクト・ファイナンス、グリ

ーンローン、ソーシャルローン、サステナビリティ・リンク・ローン 

4 
関西（2府 4県）の企業が発行したグリーンボンド、ソーシャルボンド、ト

ランジションボンド、サステナビリティボンド、サステナビリティ・リン

ク・ボンド 

5 
関西（2 府 4 県）以外の企業が発行したグリーンボンド、ソーシャルボン

ド、トランジションボンド、サステナビリティボンド、サステナビリティ・

リンク・ボンド 

京都中央信用金庫は、本預金残高と本フレームワークの対象とする投融資残高を確認し、

本投融資残高が本預金残高を上回る状態を維持するように管理を行う。また、本預金を通じ

て得た資金の投融資によって発現したインパクトについて、本預金残高が存在する限りにお

いて、年 1回の頻度でレポーティングを行う予定である。 
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JCR は、充当の優先順位 1 の中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限責任組合を通じ

た出資と、2～5 の資金使途に分けて、それぞれで参照する基準を満たしていることを確認す

る。前者についてはソーシャルボンド原則及びソーシャルボンドガイドライン（ソーシャル

ボンド原則等）を、後者についてはインパクトファイナンスの基本的考え方を参照する形で

確認を行う。ソーシャルボンド原則等は預金商品を想定して策定されたものではないため、

本確認においてソーシャルボンド原則等を直接適用できない。そこで、ソーシャルボンド原

則等を参照する形で確認を行っている。その結果 JCR は、本フレームワークの資金使途につ

いて、参照する基準を満たしていることを確認した。 

 

＊詳細な意見書の内容は次ページ以降をご参照ください。 
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第三者意見 

 

評価対象：京都中央信用金庫 

「中信グリーン＆スタートアップ預金フレームワーク」 
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＜要約＞ 

京都中央信用金庫は、 京都市下京区に本店を構え、京都市及び京都府、滋賀県、大阪府、奈良県の一

部を営業地区とする日本有数の信用金庫である。京都市中央卸売市場において、仲買人の相互扶助に基づ

く金融機関を設立しようとする機運の盛り上がりを受けて、前身となる「京都市中央市場信用組合」が設

立された。その後、現在の「京都中央信用金庫」に改組している。地域経済や事業の継続的な発展を目指

して、ベンチャー企業を含む資金を必要とする人へ金融サービスを提供している。 

京都中央信用金庫は、預金フレームワーク（本フレームワーク）に基づく預金商品（本預金）によって、

預金者に対してサステナブルファイナンスを通じた地域経済への貢献機会を提供し、地域経済における

サステナブルファイナンスに係る資金需要及び資金供給の好循環を生み出すことを目指している。京都

中央信用金庫は、本預金によって調達した資金を、下表に基づいて選定された既存の投融資先に対して、

同表で定める優先順位に基づいて充当する。 

充当の優先順位 投融資先 

1 
中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限責任組合を通じた出資 
（うち京都中央信用金庫の出資割合相当額） 

2 
京都中央信用金庫が実施する「京都ゼロカーボン・フレームワーク」1に基づくサス

テナビリティ・リンク・ローン 

3 
京都中央信用金庫が実施するポジティブ・インパクト・ファイナンス、グリーンロー

ン、ソーシャルローン、サステナビリティ・リンク・ローン 

4 
関西（2 府 4 県）の企業が発行したグリーンボンド、ソーシャルボンド、トランジシ

ョンボンド、サステナビリティボンド、サステナビリティ・リンク・ボンド 

5 
関西（2 府 4 県）以外の企業が発行したグリーンボンド、ソーシャルボンド、トラン

ジションボンド、サステナビリティボンド、サステナビリティ・リンク・ボンド 

京都中央信用金庫は、本預金残高と本フレームワークの対象とする投融資残高を確認し、本投融資残高

が本預金残高を上回る状態を維持するように管理を行う。また、本預金を通じて得た資金の投融資によっ

て発現したインパクトについて、本預金残高が存在する限りにおいて、年 1 回の頻度でレポーティング

を行う予定である。 

JCR は、充当の優先順位 1 の中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限責任組合を通じた出資と、

2～5 の資金使途に分けて、それぞれで参照する基準を満たしていることを確認する。前者についてはソ

ーシャルボンド原則2及びソーシャルボンドガイドライン3（ソーシャルボンド原則等）を、後者について

はインパクトファイナンスの基本的考え方4を参照する形で確認を行う。ソーシャルボンド原則等は預金

商品を想定して策定されたものではないため、本確認においてソーシャルボンド原則等を直接適用でき

ない。そこで、ソーシャルボンド原則等を参照する形で確認を行っている。その結果 JCR は、本フレー

ムワークの資金使途について、参照する基準を満たしていることを確認した。 

                                                   
1 京都府ウェブサイト（https://www.pref.kyoto.jp/tikyu/enterprise/esg/zcfw.html） 
2 International Capital Market Association(ICMA)  "Social Bond Principles 2023" 
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/social-bond-principles-sbp/ 
3 金融庁 「ソーシャルボンドガイドライン 2021 年版」（https://www.fsa.go.jp/news/r3/singi/20211026-2/01.pdf） 
4 環境省 インパクトファイナンスの基本的考え方（https://www.env.go.jp/content/900515884.pdf） 



              

- 4 - 
 

I. フレームワーク作成者及びフレームワークの概要 

1. フレームワーク作成者の概要 

＜会社概要＞ 

京都中央信用金庫は、京都市及び京都府、滋賀県、大阪府、奈良県の一部を営業地区とする協同組織の

金融機関である。1940 年 6 月 18 日、京都市中央卸売市場において、仲買人の相互扶助に基づく金融機

関を設立しようとする機運の盛り上がりを受けて、前身となる「京都市中央市場信用組合」が設立され

た。1951 年に現在の「京都中央信用金庫」に改組している。京都市下京区に本店を構え、預金残高 5 兆

3,423 億円、貸出金 3 兆 2,981 億円5を誇る、日本有数の信用金庫である。 

＜経営理念＞ 
京都中央信用金庫は、社是として下記（図 1）を掲げて、地域経済や事業の継続的な発展を目指して、

ベンチャー企業を含む資金を必要とする人へ金融サービスを提供している。 

図 1 京都中央信用金庫の社是 5 

＜京都中央信用金庫のサステナビリティに係る取り組み＞ 

京都中央信用金庫は、地域経済における脱炭素や持続可能性に資する取り組みを積極的に支援してい

る。具体的には、事業に係る理解に基づく質の高いコンサルティングや最適なファイナンスの提供を通じ

て、社会課題の解決に繋がる地域の取り組みを支援している。また、地域の成長と持続可能な社会の実現

に貢献するとともに、誰一人取り残さない（leave no one behind）社会の実現に向けて一層の貢献を果

たしていくこととしている。 

図 2 京都中央信用金庫の支援イメージ6 

 

                                                   
5 京都中央信用金庫ディスクロージャー誌「ON YOUR SIDE REPORT2024」 
（https://www.chushin.co.jp/about/disclosure/index.html#page-anchor-01） 
6 京都中央信用金庫が定める預金フレームワーク 
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＜京都中央信用金庫のマテリアリティ＞ 

京都中央信用金庫は、持続可能な地域社会発展の実現に向けて積極的に取り組むべく、2019 年 2 月に

「京都中央信用金庫 SDGs 方針」を策定するとともに、「京都中央信用金庫 SDGs 宣言」を公表した。

同金庫では SDGs の達成に向けて、以下の重要課題（マテリアリティ）を掲げている（図 3）。 

図 3 京都中央信用金庫のマテリアリティ 6 

マテリアリティの一つである「地域産業の育成・発展の支援」に関して、京都中央信用金庫は地域の経

営力強化及び企業価値向上、ひいては地域活性化の実現を目指している。創業後間もない企業や事業が成

長段階にある企業に対しては、京都中央信用金庫及び京都中央信用金庫グループの中信ベンチャーキャ

ピタル株式会社の 2 社で組成した中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限責任組合を通じた出資を

中心とする支援も行っている。 

京都中央信用金庫は、本支援に係る支援メニューを充実させることを目的に、経済産業省の「ディープ

テックベンチャーへの民間融資に対する債務保証制度」7における指定金融機関となっている。本制度は、

事業計画を認定されたベンチャー企業が、経産大臣に指定された民間金融機関から行う一定の借入れに

ついて、独立行政法人中小企業基盤整備機構が債務を保証する制度 7である（図 4）。 

図 4 ディープテックベンチャーへの民間融資に対する債務保証制度の概要図 7 

                                                   
7 経済産業省ウェブサイト「ディープテックベンチャーへの民間融資に対する債務保証制度」

（https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/debt.html） 
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関西の地域金融機関で指定を受けているのは京都中央信用金庫のみであり、全国の信用金庫において

も唯一指定を受けている金融機関である8。京都中央信用金庫は、本制度を活用して、地域におけるスタ

ートアップ9に対する金融支援の中心的役割を果たす考えである。 

2. 本フレームワーク作成の目的 

京都中央信用金庫は、本預金を通じて、地域経済の成長及び持続可能な社会の実現を目指すとともに、

預金者に対して、サステナブルファイナンスを通じた地域経済への貢献機会を提供することを意図して

いる。京都中央信用金庫は、本預金によって地域経済におけるサステナブルファイナンスに係る資金需要

及び資金供給の好循環を生み出すことを目指している。 

3. 本フレームワークの概要 

① 本預金の概要 
サステナブルファイナンスにおいては中長期的な投融資の重要性が高いことから、本預金の預入

期間は 3 年又は 5 年としている。 

② 本フレームワークにおける資金使途 
京都中央信用金庫は、本預金によって調達した資金を、表 1 に基づいて選定された投融資又は出

資先への資金に対して、同表で定める優先順位に基づいて充当する。また本充当先は、預金募集開始

時点から遡って 3 年以内に実行された既存のファイナンスのみを対象とする。 

表 1 本フレームワークで定める資金使途 6 

充当の優先順位 投融資先 

1 
中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限責任組合を通じた出資 

（うち京都中央信用金庫の出資割合相当額） 

2 
京都中央信用金庫が実施する「京都ゼロカーボン・フレームワーク」1に基づく

サステナビリティ・リンク・ローン 

3 
京都中央信用金庫が実施するポジティブ・インパクト・ファイナンス、グリー

ンローン、ソーシャルローン、サステナビリティ・リンク・ローン 

4 
関西（2 府 4 県）の企業が発行したグリーンボンド、ソーシャルボンド、トラン

ジションボンド、サステナビリティボンド、サステナビリティ・リンク・ボンド 

5 
関西（2 府 4 県）以外の企業が発行したグリーンボンド、ソーシャルボンド、ト

ランジションボンド、サステナビリティボンド、サステナビリティ・リンク・ボ

ンド 

                                                   
8 2024 年 11 月末時点 
9 「新しい企業であって、新しい技術やビジネスモデル（イノベーション）を有し、急成長を目指す企業」と定義されている

（https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/kaisetsushiryou_2024.pdf） 
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充当の優先順位 1 について、京都中央信用金庫は、一般に金融機関からの借入等による資金調達

が難しく、金融サービスへのアクセスに課題があるとされる地域のスタートアップを支援すること

を意図している。本意図が正しく満たされるよう、充当先について、京都中央信用金庫内で別途定め

た運用規則・条件に基づいて選定することとしている。 

充当の優先順位 2、3、4、5 について、外部機関から国際原則等に関する評価又は第三者意見を個

別に取得しているファイナンス10を対象とする。また、「関西の企業」について、本社又は本店が関

西 2 府 4 県（京都府、大阪府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県）に所在する企業とする。 

③ 本フレームワークにおける資金管理 
京都中央信用金庫は、本預金残高と表 1 に基づいて選定した投融資の残高（本投融資残高）を確

認し、本投融資残高が本預金残高を上回る状態を維持するように管理を行う。本預金残高が本投融資

残高を上回った場合、その超過分は現金又は現金同等物で管理を行い、可能な限り速やかに投融資先

に充当することでこの超過分を解消するように努める。本管理によって、預入期間において、本預金

によって調達された資金の全額が本投融資残高に充当されている状態を維持する。 

4. 京都中央信用金庫のフレームワークを活用した評価プロセス 

京都中央信用金庫は、総合企画部において、関係部署及び中信ベンチャーキャピタル株式会社から提

供されたデータ及び本フレームワークの表 1 で定める資金使途に適合する投融資を選定する。 

京都中央信用金庫は、本預金残高が存在する限りにおいて、年 1 回の頻度で下記項目（表 2）を京都

中央信用金庫のウェブサイト等に開示する予定である。なお、開示基準日は毎年 3 月末時点とし、開示

時期は毎年 6 月ごろを予定している。 

表 2 本預金のレポーティング項目 6 

資金充当状況に係るレポーティング  本預金の残高 
 投融資残高 
 未充当金額 

インパクトに係るレポーティング  投融資先の内訳・件数及び企業数（出資先の事業概要） 
 充当額 
 充当割合 

 
 
  

                                                   
10 外部機関から国際原則等に関する評価又は第三者意見を取得したフレームワークに基づくファイナンスを含む 
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II. 本フレームワークの資金使途に係る確認 

JCR は、本フレームワークで定める預金による資金調達から資金使途への充当までの流れにおいて、

国際原則等で定める事項が保持されていることについて、資金使途ごとに確認する。参照する原則等は表

3 で示すとおりであり、中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限責任組合を通じた出資と、外部機関

から国際原則等に係る評価又は第三者意見を取得したファイナンス 10に分けて確認を行う。 

表 3 本第三者意見における確認内容 

資金使途 参照先 充当の優先順位 

中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限

責任組合を通じた出資 
（うち京都中央信用金庫の出資割合相当額） 

ソーシャルボンド原則 2 

ソーシャルボンドガイドライン 3 
1 

京都中央信用金庫が実施する「京都ゼロカー

ボン・フレームワーク」1に基づくサステナビ

リティ・リンク・ローン 

インパクトファイナンスの基本

的考え方 4 

2 

京都中央信用金庫が実施するポジティブ・イ

ンパクト・ファイナンス、グリーンローン、ソ

ーシャルローン、サステナビリティ・リンク・

ローン 

3 

関西（2 府 4 県）の企業が発行したグリーン

ボンド、ソーシャルボンド、トランジション

ボンド、サステナビリティボンド、サステナ

ビリティ・リンク・ボンド 

4 

関西（2 府 4 県）以外の企業が発行したグリ

ーンボンド、ソーシャルボンド、トランジシ

ョンボンド、サステナビリティボンド、サス

テナビリティ・リンク・ボンド 

5 

中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限責任組合を通じた出資に係る確認において、ソーシャルボ

ンド原則及びソーシャルボンドガイドライン（ソーシャルボンド原則等）を参照している。これらは原則

又はガイドラインであって法的な裏付けを持つ規制ではないが、現時点における国内外の統一された基

準として、JCR は当該原則及びガイドラインを参照して確認を行っている。なおソーシャルボンド原則

等は預金商品を想定して策定されたものではなく、ソーシャルボンド原則等を直接適用できない。そこで

JCR は、ソーシャルボンド原則等を参照する形での確認としている。その他の資金使途において、イン

パクトファイナンスの基本的考え方を参照する形で確認を行う。 
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1. 中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限責任組合を通じた出資に係る確認 

① 調達資金の使途 

【確認の視点】 

本項では、最初に調達資金が社会的便益をもたらすプロジェクトに充当されていることを確認す

る。次に、資金使途において環境・社会への負の影響が想定される場合に、その影響について京都

中央信用金庫の専門部署又は外部の第三者機関によって十分に検討され、必要な回避策・緩和策

が取られていることについて確認する。最後に、持続可能な開発目標（SDGs）との整合性を確認

する。 

ア プロジェクトのソーシャル性について 

日本は、主要先進国と比較して開業率が低い傾向にあり、産業別に見ても本傾向は同様である（図

5）。スタートアップが増えることは、スタートアップ自体の成長による経済発展だけではなく、スタ

ートアップに対する M&A やスタートアップとのコラボレーションによる新技術の導入によって、

既存の大企業の成長にも資する点が指摘11されている。これらを背景に、日本政府は 2022 年をスタ

ートアップ創出元年と銘打って様々な政策を推進12するなど、スタートアップの更なる発展が期待さ

れている。 

図 5 開業率の国際比較13 

スタートアップの成長に関して、日本政府は世界に伍するスタートアップ・エコシステムの拠点形

成を進めてきた。地方自治体と大学と金融機関を含む民間組織を構成員とするコンソーシアムにお

いて、「スタートアップ・エコシステム拠点都市形成プラン」が公募され、その拠点都市の一つに「大

阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアム（大阪市、京都市、神戸市等）」が選定された14。京阪神 3 地

域共通の強みであるバイオ、ヘルスケア・ライフサイエンス、ものづくり、IT 分野において地域間

のシナジー効果を発揮することで、スタートアップの創出・育成が推進されている（図 6）。 

                                                   
11 内閣官房「スタートアップ育成 5 か年計画」（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/sdfyplan2022.pdf） 
12 経済産業省「2024 年度版スタートアップ育成に向けた取組の解説資料」

（https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/kaisetsushiryou_2024.pdf） 
13 労働経済白書「令和 5 年版労働経済の分析」第 2－（3）－10 図 開業率の国際比較

（https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/23/backdata/02-03-10.html） 
14 内閣府ウェブサイト「世界と伍するスタートアップ・エコシステム拠点都市の形成」

（https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/ecosystem/index.html） 
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図 6 スタートアップ・エコシステム拠点都市の取組の概況15 

京都における地方自治体と民間組織の連携に関して、2018 年 11 月に一般社団法人京都知恵産業

創造の森が設立された16。起業希望者等に対して、様々な人脈づくりと交流が無料でできる場として、

本法人が運営するオープンイノベーションカフェ「KOIN」が提供されている。ここではアイデアソ

ンやピッチイベント等が連日開催されるなど、様々な人々の垣根を超えた交流が促進されている。 

スタートアップを支援する動きは進んでいるが、課題もある。課題の第一に挙げられるのは、事業

成長のための資金調達の難しさである（図 7）。一般にスタートアップは、創業から間もないこと等

を背景に、金融市場へのアクセスが限られているとも言われている。事業運営を進めていくうえで、

資金調達は必要不可欠な要素であり、スタートアップの成長に係る支援の観点から、資金供給を本業

とする金融機関に期待される役割は大きいと言える。 

図 7 創業期の事業者が直面する課題の種類17 

                                                   
15 スタートアップ・エコシステム拠点都市取組概要（令和 6 年 8 月時点）

（https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/ecosystem/startup_gaiyou.pdf） 
16 拠点形成計画【京都】（https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/ecosystem/keikaku/kyoto_k.pdf） 
17 内閣府規制改革推進会議 スタートアップ・投資 ワーキング・グループ第 7 回資料 1-2「日本商工会議所 御提出資料」図表 34
（https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_02startup/240403/startup01_02.pdf） 
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スタートアップが利用できる資金調達のメニューを充実させることは、スタートアップの成長を

後押しできる可能性がある。現状において、スタートアップの資金調達の多くはデッド・ファイナン

スとなっている（図 8）。他方で、スタートアップによるデッド・ファイナンスの活用にはハードル

も多い。スタートアップが感じているデッド・ファイナンスに対する懸念点として、全ての成長ステ

ージで「与信枠の限定性」、「元利返済の負担」を挙げる回答が多い（図 9）。新規性の高いビジネス

や社会課題解決型のビジネスには資本性の資金が適していることが指摘されている18ことも踏まえ

れば、資本性資金を含む資金調達方法の充実はスタートアップの成長にとって重要であると言える。 

図 8 成長ステージごとに活用した資金調達手段（複数回答）19 

図 9 成長ステージごとに見たデット・ファイナンスへの懸念点 19 

                                                   
18 内閣府規制改革推進会議 スタートアップ・投資 ワーキング・グループ第 7 回資料 1-2「日本商工会議所 御提出資料」

（https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_02startup/240403/startup01_02.pdf） 
19 経済産業省委託調査報告書（令和 4 年度）「令和 4 年度中小企業実態調査事業（スタートアップの資金調達に関する企業の実態調査お

よび検討会実施等）調査報告書」（https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2022FY/000211.pdf） 
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資本性資金の調達環境について、地方都市は東京都以上に課題を抱えている。東京都以外に本社が

あるスタートアップは、東京都に本社があるスタートアップと比較して、エクイティの調達を経営課

題と回答する企業が多い（図 10）。また、実際のエクイティ調達先で見ても、東京都以外のスタート

アップは「外部エクイティ調達実績なし」の回答が最も多い（図 11）。地方のスタートアップにとっ

て、エクイティによる資金調達に係るニーズは東京都のスタートアップ以上に強いものであり、地方

金融機関には資金調達の選択肢を充実させることが求められている。 

図 10 本社所在地別・創業期企業の経営課題20 

図 11 本社所在地別の資金調達先の動向＜エクイティ調達先＞20 

                                                   
20 内閣府規制改革推進会議 スタートアップ・投資 ワーキング・グループ第 7 回資料 1-2「日本商工会議所 御提出資料」図表 35
（https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_02startup/240403/startup01_02.pdf） 



              

- 13 - 
 

京都中央信用金庫は、すべての人々が必要とする金融サービスにアクセス又は利用できる状況に

ある金融包摂21の実現を目指しており、実現に向けた一つの取り組みとして、スタートアップへの出

資に係る体制を強化してきた。本フレームワークを策定し、預金者の資金をスタートアップへの出資

に繋ぐことで、地域において、スタートアップへの支援に係る大きな資金の流れを作ることができ

る。これは地域におけるスタートアップへの支援の機運を高めるものであり、ひいては金融包摂の実

現に資するものである。以上より、預金で調達した資金をスタートアップへの出資に充当すること

は、社会的便益を有しており、ソーシャル性を有すると言える。 

JCR は、中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限責任組合を通じた出資について、ソーシャ

ルボンド原則及びソーシャルボンドガイドラインで定義されているソーシャルプロジェクトのうち、

下記に該当するものであり、社会的意義があるものと評価している。 

 スタートアップに対する「中小企業向け資金供給及びマイクロファイナンスによるプログラム

と雇用創出」 
 スタートアップの「社会経済的向上とエンパワーメント（資産、サービス、リソース及び機会へ

の公平なアクセスとコントロール、所得格差の縮小を含む市場と社会への公平な参加と統合）」 

イ 環境・社会に対する負の影響について 

京都中央信用金庫は、非人道的な兵器の製造・開発事業、新設の石炭火力発電事業、生態系の破壊

や人権侵害などが疑われる森林伐採事業への投融資は原則として行わないことを公表している22。ま

た、投融資の判断においては、国際的なガイドラインや認証取得状況などを参考に、環境や地域社会

への影響などの個別事情等に十分に留意のうえ判断することとしている。 

京都中央信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的

勢力との関係を遮断するため、「内部管理基本方針」に則り、反社会的勢力に対する基本方針を定め

て公表している23。 

ウ SDGs との整合性について 

JCR は、中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限責任組合を通じた出資について、ICMA 
の SDGs マッピングに照らすと、以下の SDGs の目標及びターゲットに貢献すると評価した。 

 

目標 8：働きがいも経済成長も 

ターゲット 8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及び
イノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。 

ターゲット 8.3 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促
進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 

ターゲット 8.8 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、全ての労働者の権利
を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 

ターゲット 8.10 国内の金融機関の能力を強化し、全ての人々の銀行取引、保険及び金融サービスへのアクセスを
促進・拡大する。 

                                                   
21 「すべての人々が、経済活動のチャンスを捉えるため、また経済的に不安定な状況を軽減するために必要とされる金融サービスにア

クセスでき、またそれを利用できる状況」とされる（https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20210423/report.pdf） 
22 京都中央信用金庫ニュースリリース（https://www.chushin.co.jp/cms_source/files/20210802500.pdf） 
23 京都中央信用金庫ウェブサイト「反社会的勢力に対する基本方針」（https://www.chushin.co.jp/antisocial/） 
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② プロジェクトの評価と選定のプロセス 

【確認の視点】 

本項では、京都中央信用金庫が中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限責任組合を通じた出

資によって実現しようとする目標、ソーシャルプロジェクトの選定基準とそのプロセスの妥当性

及び一連のプロセスが適切に預金者に開示されているか否かについて確認する。 

ア 目標 

京都中央信用金庫は、「地域産業の育成・発展の支援」に関して、地域の経営力強化・企業価値向

上と地域活性化を目的として、地域のサステナビリティ経営の高度化をサポートすることを目指し

ている。中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限責任組合を通じた出資やソーシャルローンの実

行は、本サポートの一つと位置付けられている。今後も、地域における社会課題の解決に取り組む方

針を示している。したがって、本フレームワークで定める資金使途は、京都中央信用金庫のマテリア

リティや経営に係る方針の達成に資するものであると、JCR は評価している。 

イ 選定基準 

JCR は、Ⅱ1①で確認したとおり、中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限責任組合を通じた

出資は社会的便益を有するプロジェクトであると評価している。また、京都中央信用金庫において、

本フレームワークの趣旨を踏まえてプロジェクトの選定を行うための運用規則・条件を定めており、

JCR は本運用規則・条件が適切に設定されていることを確認した。 

ウ プロセス 

京都中央信用金庫は、総合企画部において、営業統括部、市場国際部、地域創生部、中信ベンチャ

ーキャピタル株式会社から提供を受けたデータに基づいて本フレームワークに適合する投融資を選

定し、その適合の確認を行う。本確認について、担当理事の決裁を受けることとなっている。本プロ

セスはフレームワークの開示によって預金者に説明される。以上より JCR は、透明性のあるプロセ

スであることを確認した。 

③ 調達資金の管理 

【確認の視点】 

本項では、本預金によって調達された資金が確実に中信ベンチャー・投資ファンド投資事業有限

責任組合を通じた出資に充当されること、またその充当状況が容易に追跡管理できるような仕組

みと内部体制が整備されているか否かを確認する。 

本確認においては、本評価対象に基づき調達した資金が、早期に各適格プロジェクトに充当され

る予定となっているか否か、加えて未充当資金の管理・運用方法の評価についても重視している。 

京都中央信用金庫は、本フレームワークで定める資金使途に基づいて充当された投融資の残高と

本預金残高を比較して、常に投融資の残高が本預金残高を上回るように管理を行う。期限前償還等に

よって投融資の残高が一時的に本預金残高を下回った場合、本フレームワークを満たす投融資を速

やかに選定し充当する。この充当までの間は現金又は現金同等物で管理を行う。 
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本管理は預金残高が存在する限り継続される。また、本管理体制は本フレームワークの開示によっ

て預金者に説明される。以上より、京都中央信用金庫において本フレームワークに係る調達資金の管

理は適切に実施されることを、JCR は確認した。 

④ レポーティング 

【確認の視点】 

本項では、本預金による資金調達の前後での投資家等への開示体制が、詳細かつ実効性のある形

で計画されているか否かを評価する。 

 京都中央信用金庫は、本預金で調達した資金の充当状況について、本フレームワークで定める内容

を、年次で京都中央信用金庫のウェブサイト上に開示する予定である。これらの開示項目において、

アウトプットとして投融資件数又は投融資残高、アウトカムとして出資先の事業概要、インパクトと

して地域のスタートアップに対して提供される金融サービスへのアクセスの改善として特定されて

いる。以上より、JCR は、京都中央信用金庫によるレポーティング体制が適切であると評価してい

る。 

①から④の結果より、JCR は、本フレームワークにおいて、本預金で調達した資金を中信ベンチャー・

投資ファンド投資事業有限責任組合を通じた出資に充当する枠組みに関して、参照する基準を満たすこ

とを確認した。 

 

2. 外部機関から国際原則等に関する評価又は第三者意見を取得したファイナンスに係る確認 

本フレームワークで定める資金使途のうち、充当の優先順位 2～5 のファイナンスは、外部機関から国

際原則等に関する評価又は第三者意見を取得したファイナンス 10 に限定されている。本ファイナンスに

ついて、本フレームワークによって企図したアウトカム、インパクトが適切に発揮される商品設計となっ

ているか否かについて、JCR は以下の 4 つの評価項目から確認した。なお、本評価項目は、環境省の ESG
金融ハイレベル・パネル内に設置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた

「インパクトファイナンスの基本的考え方」で示されたインパクトファイナンスの定義に係る要素 1～4
に対応している。 

1. 投融資時に、環境、社会、経済のいずれの側面においても重大なネガティブインパクトを適切に緩

和・管理することを前提に、少なくとも一つの側面においてポジティブなインパクトを生み出す意図

を持つものか。 

2. インパクトの評価及びモニタリングを行うものか。 

3. インパクトの評価結果及びモニタリング結果の情報開示を行うものか。 

4. 中長期的な視点に基づき、個々の金融機関/投資家にとって適切なリスク・リターンを確保しようと

するものか。 
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1. 投融資時に、環境、社会、経済のいずれの側面においても重大なネガティブインパクトを適切に緩

和・管理することを前提に、少なくとも一つの側面においてポジティブなインパクトを生み出す意

図を持つものか。 

京都中央信用金庫は、本フレームワークで定める資金使途のうち充当の優先順位 2～5 について、外部

機関から国際原則等に関する評価又は第三者意見を取得した投融資のみに充当するとしている。そのた

め本投融資は、国際原則等に関する評価又は第三者意見を取得した際に、ポジティブなインパクトを生み

出すことが確認されている。したがって、本資金使途はポジティブなインパクトを生み出す意図をもって

設計されている。また、国際原則等に関する評価又は第三者意見を取得する際において、重大なネガティ

ブインパクトの有無及びそれに対する低減策についても検討されたものと考えられる。 

以上より、本資金使途について、ネガティブインパクトの適切な緩和・管理を前提にポジティブなイン

パクトを生み出す商品設計になっている。 

2. インパクトの評価及びモニタリングを行うものか。 

京都中央信用金庫は、本フレームワークで定める資金使途のうち充当の優先順位 2～5 について、外部

機関から国際原則等に関する評価又は第三者意見を取得した投融資のみに充当するとしている。 

外部機関から評価又は第三者意見を取得する際において、当該投融資によって発現が期待されるイン

パクトに係る事前の評価及びモニタリング体制の評価がなされたものと考えられる。また京都中央信用

金庫は、上記の事前の評価を確認して、インパクトの発現に係るモニタリングを行うこととしている。 

以上より、本資金使途について、インパクトの評価及びモニタリングが適切に実施される体制が整備さ

れている。 

3. インパクトの評価結果及びモニタリング結果の情報開示を行うものか。 

本フレームワークで定める資金使途のうち充当の優先順位 2～5 について、外部機関から国際原則等に

関する評価又は第三者意見を取得した際に、原則としてその評価又は第三者意見の情報開示を行ってい

る。また、投融資期間において発現したインパクトや KPI、SPT の進捗状況について、原則として公表

を行っている。京都中央信用金庫は、本預金の充当状況を確認し、本預金としてのレポーティングによる

開示として公表することを予定している。 

以上より、本預金におけるインパクトの評価結果及びモニタリング結果の情報開示は適切である。 

4. 中長期的な視点に基づき、個々の金融機関/投資家にとって適切なリスク・リターンを確保しようと

するものか。 

京都中央信用金庫は、本預金の募集にあたって、本預金によって調達した資金の充当先が本フレームワ

ークで定義されたサステナブルファイナンスに限定されていることについて、チラシ等を用いて預金者

に説明を行う。本預金は円建てのみを想定しており、京都中央信用金庫が取り扱う通常の定期預金と同様

に預金保険制度の対象となる。 
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本預金は、京都中央信用金庫が提供する通常の定期預金と同様に、預金者に対して利息という金銭面で

のリターンを提供する。それに加えて、本預金を通じて充当された投融資によって発現したサステナビリ

ティに係るインパクトの結果を、レポーティングという形で提供することとしている。京都中央信用金庫

は、本フレームワークに基づく預金の預入期間について 3 年又は 5 年を想定しており、預金者に対して、

預金を通じたサステナビリティへの貢献機会を中長期的に提供するものと考えられる。 

以上より、本預金は預金者に対して、中長期的な視点に立って適切なリスク・リターンを確保する機会

を提供できるように設計されている。 

1 から 4 の結果より、JCR は参照する基準を満たしていることを確認した。 

III. 結論 

JCR は、本フレームワークで定める預金による資金調達から資金使途への充当までの流れにおいて、

参照する基準を満たしていることを確認した。 

（担当）望月 幸美・間場 紗壽 
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本第三者意見に関する重要な説明 
 

1. JCR 第三者意見の前提・意義・限界 
日本格付研究所（JCR）が提供する第三者意見は、フレームワークで定められた方針を評価対象とし、2 に記載する国

際的なイニシアティブ、原則等を参照して、本フレームワークで定める資金使途が当該イニシアティブ、原則等で定め

る基本的事項を充足する程度ならびに、当該資金使途等にかかる管理、運営体制の程度に関する JCR の現時点での総合

的な意見の表明です。したがって、当該金融がもたらすポジティブなインパクトの程度又は当該方針に基づき実施され

る資金使途の具体的な環境改善効果・社会的便益及び管理・運営体制等を完全に表示しているものではありません。 
本第三者意見は、依頼者である事業主体から供与された情報及び JCR が独自に収集した情報に基づく現時点での計画

又は状況に対する意見の表明であり、将来におけるポジティブな成果を保証するものではありません。また、本第三者

意見は、当該フレームワークに基づく預金によって調達された資金の充当によるポジティブな効果、又は充当された資

金が環境・社会に及ぼす改善効果を証明するものではなく、その効果について責任を負うものではありません。本事業

により調達される資金が事業主体の設定する指標を達成する程度について、JCR は事業主体または事業主体の依頼する

第三者によって定量的・定性的に測定されていることを確認しますが、原則としてこれを直接測定することはありませ

ん。 

2. 本第三者意見を作成するうえで参照した国際的なイニシアティブ、原則等 
本意見作成にあたり、JCR は、以下の原則等を参照しています。 
環境省 ESG 金融ハイレベル・パネル内ポジティブインパクトファイナンスタスクフォース 

「インパクトファイナンスの基本的考え方」 
International Capital Market Association(ICMA)  「ソーシャルボンド原則」 
金融庁 「ソーシャルボンドガイドライン」 

3. 信用格付業にかかる行為との関係 
本第三者意見を提供する行為は、JCR が関連業務として行うものであり、信用格付業にかかる行為とは異なります。 

4. 信用格付との関係 
本件評価は信用格付とは異なり、また、あらかじめ定められた信用格付を提供し、または閲覧に供することを約束す

るものではありません。 

5. JCR の第三者性 
本評価対象者と JCR との間に、利益相反を生じる可能性のある資本関係、人的関係等はありません。 
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